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外務大臣談話：昨今のガザ地区をめぐる情勢について

１ ハマス等によるイスラエルに対するテロ攻撃が発生してから、本日(２０２４年

１０月７日)で一年が経過しました。この機にあらためて、日本は、この間、犠牲 になら

れた方々に対し哀悼の意を表するとともに、遺族の方々に対しお悔やみを申し上げます。

２ 日本は、一貫してハマス等によるテロ攻撃を断固として非難してきており、今な

お囚われの身にある全ての人質の即時解放を求めます。同時に、戦闘が長期化する 中、ガ

ザ地区において危機的な人道状況が続いていること、また、多数の民間人が 犠牲となって

おり、今もなお、イスラエルとパレスチナ双方の市民の安全が脅威に 晒されていることを、

深刻に懸念しています。日本は、イスラエルを含む全ての当 事者に対し、国際人道法を含

む国際法を遵守するよう、引き続き求めるとともに、 停戦の実現に向けて着実に取り組む

よう改めて強く求めます。

３ 米国、エジプト、カタールが人質解放と停戦を巡る交渉の実現に向け尽力してい る中、

日本はかかる仲介努力を強く支持しています。引き続き、地域諸国との関係 を基盤に、ま

た、Ｇ７や国連安全保障理事会の一員として、各国とも緊密に連携し ながら、事態の沈静

化、二国家解決の実現、そして中長期的な地域の平和と安定の 確立に向け外交努力を重ね

ていきます。

４ また、日本は、現下の状況を改善すべく、昨年１０月７日以降、パレスチナの人々に対

し、計約１億２,８００万ドルの人道支援を実施してきています。引き続きガザ地区への

人道支援を継続するとともに、ガザの将来を再建するため、今後訪れる早 期復旧・復興段

階においても、役割を果たす決意です。加えて、日本が立ち上げた 「パレスチナ開発のた

めの東アジア協力促進会合(ＣＥＡＰＡＤ)」の枠組みを利用しつつ、より広く国際社会の

協力を引き出すべく、外交努力を続けていきます。

５ 日本は、イスラエル及びガザ地区を超えて、ヨルダン川西岸地区、レバノン、紅

海・アデン湾、イランを含め中東地域全体で緊張が高まっていることを深刻に懸念 します。

何よりも重要なことは、更なる攻撃の応酬を回避し、事態を沈静化させる ことであり、日

本としては、全ての当事者に対し、民間人の犠牲を防ぐためのあら ゆる措置を講じ、また、

更なるエスカレーションを回避するよう、強く求めます。
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